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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　特許文献１の上側シール部材は、相手側コネクタから下方に押圧されてアウタハウジン
グと相手側コネクタとの間をシールする。このため、相手側コネクタの押圧力が不十分な
場合、アウタハウジングと相手側コネクタとの間が完全に防水されない。更に、特許文献
１のインナハウジングは、アウタハウジングに対して相対的に移動可能とする必要がある
ため、図３７に示されているような従来のシール部材によってアウタハウジングに固定で
きない。このため、アウタハウジングとインナハウジングとの間は防水されず、アウタハ
ウジングと相手側コネクタとの間を通って水が入った場合、水はインナハウジングの内部
の端子まで達するおそれがある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　本発明は、更に様々に変形可能であり、応用可能である。例えば、主シール部材４０は
、第２ハウジング３０が第１ハウジング２０に対して相対的に移動できる限り、ゴムによ
って一体形成されていなくてもよい。例えば、第１被固定部４１０及び第２被固定部４２
０をゴムによって形成すると共に、中間部４３０を合成樹脂によって全体的に蛇腹構造に
形成してもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　図３１を参照すると、防水コネクタ１０Ｃを筐体６０に取り付けた取付状態において、
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第１ハウジング２０Ｃ及び筐体６０は、互いに固定されている。また、第２ハウジング３
０Ｃ及び固定部材５５は、互いに固定されている。一方、第１ハウジング２０Ｃと第２ハ
ウジング３０Ｃとは、上述したように弾性変形可能な主シール部材４０Ｃによって互いに
連結されている。更に、Ｚ方向と直交する方向において、第２ハウジング３０Ｃは、第１
ハウジング２０Ｃ及びカバー部材５０Ｃとの間に間隔をあけて位置しており、固定部材５
５も、筐体６０の孔６４の内壁面との間に間隔をあけて位置している。このため、第２ハ
ウジング３０Ｃは、ＸＹ平面内を第１ハウジング２０Ｃに対して相対的に移動可能である
。一方、本実施の形態によれば、取付状態にある被支持部３４０は、Ｚ方向において、支
持面２１４と規制面５１２との間に位置している。このため、第２ハウジング３０ＣのＺ
方向における移動は、規制面５１２によって規制されている。
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